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 資料２  

令和８年度議員研修案（５月開催）について 

 

１ 令和８年度芽室町議会議員研修方針 

芽室町議会基本条例第６条に規定する「議員の政策形成及び立案能力等の向上を

図る」ため、芽室町議会議員研修要綱第４条に基づき、令和８年度の研修計画を次

のとおり定めます。なお、芽室町議会災害時対応基本計画（ver3.0／令和２年 11月

改訂）に規定する警戒ステージ等の変化に応じ、研修手法や実施の可否を適宜検討

の上、決定することとします。 

 

２ 令和８年度芽室町議会議員研修実施計画（要綱第４条） 

（１） 専門研修（実務研修） 

① 議会活動をアップデートする生成ＡＩ～理論と実践で学ぶ新たな可能性～ 

・講 師：山内健輔氏（一般社団法人 Maniken 研究員／崇城大学非常勤講師） 

・日 時：5月 28 日（木）14 時 30 分～17 時 

② （仮題）地方財政の現状と道内自治体が抱える課題 

・講 師：今井太志氏（北海道大学公共政策大学院教授） 

・日 時：７月３日（金）9時～11 時 

（北海道町村議会議長会主催議員研修会翌日日程） 

 

（２） 一般研修（議員一般研修） 

①  栗山町議会基本条例制定 20 周年記念事業＜栗山町：5月 17 日（日）＞ 

②  北海道町村議会議長会主催議員研修会＜札幌市：７月２日（木）＞ 

③ 十勝町村議会議長会主催議長・事務局長研修会 

＜東北ブロック：8月 26 日（水）＞ 

④ 十勝町村議会議長会主催議員研修会＜士幌町：10 月 14 日（水）＞ 
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令和８年度芽室町議会議員研修計画案（５月開催） 

 

議会活動をアップデートする生成 AI 

 ～理論と実践で学ぶ新たな可能性～ 

 

□ 日 程  令和８年５月 28 日（木）14 時 30 分～17 時 

□ 場 所  芽室町役場３階委員会室 

□ 主 催  芽室町議会 

 

□ 講 師  山内健輔氏（一般社団法人 Maniken 研究員／崇城大学非常勤講師） 

□ 対 象  芽室町議会議員（16 名）、事務局職員（３名） 

□ 予算額  15 万円（一般会計／旅費＋報償：税込・源泉徴収前金額） 

 

□ 背 景 

（１） 生成 AI 技術の急速な普及により議会でも活用事例が増加している。 

（２） 議員活動の効率化・質の向上を図るツールとして注目されている。 

（３） 適切な理解と活用方法の習得が必要とされている。 

 

□ 目 的 

（１） 生成 AI の基本的な仕組み特性を理解する。 

（２） 議会活動における具体的な活用場面を理解する。 

（３） 実際に操作し業務への応用方法を体得する。 

（４） 利用時の注意点・倫理的配慮を学ぶ。 
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□ プログラム構成（座学） 

（１）第 1部 基礎編（30 分） 

ア 生成 AI とは何か 

イ 議会活動での活用場面 

一般質問の準備／調査・研究活動／住民対応／議会報告 

ウ 活用時の注意点（10 分） 

  情報の正確性／個人情報・機密情報の取扱い／著作権・倫理的配慮 等 

エ シコファンシー（ユーザーに寄り添いすぎて、間違っていても否定しなくなる

現象） 

     

（２）第２部 実践編（100 分） 

ア 実習準備（５分） 

イ 実習「一般質問の作り方」（95 分） 

ペルソナ（異なる立場や価値観を持つ架空の人物像）を用いた多角的な視点から論

点を整理し、一般質問の着想へとつなげる。 
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○芽室町議会議員研修要綱 

（平成 24年 2月 15 日議会運営委員会決定） 

(目的) 

第１条 この要綱は、芽室町議会議員(以下「議員」という。)の研修に関し必要

な事項を定めることにより、議員の資質の向上と議会活動の活性化を図り、も

つて町政の健全な発展と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。 

(議員の責務) 

第２条 議員は、法律・条例等で規定している議員の責務を遂行するため、研修

に励むとともに不断の自己研鑽に努めなければならない。 

(研修の種類等) 

第３条 財政の健全化に資するため、研修は極力公費の節減を図るものとし、研

修の種類、対象者及び研修内容は次の号のとおりとし、体系については別表３

のとおりとする。 

（１）一般研修 

 ア 新議員（前期・後期）研修 

 イ 役職議員研修 

 ウ 議員一般研修 

（２）専門研修 

 ア 委員会所管研修 

 イ 実務研修 

 ウ 課題研修 

(研修の実施計画) 

第４条 前条各号に規定する研修は、毎年度当初に別に作成する実施計画書に

基づき実施するものとする。 

２ 前項の実施計画書は、議長が議会運営委員会に諮って作成する。ただし、前

条第２号アの委員会所管研修については、この限りでない。 

３ 議長会・議員会等の研修計画を参考に作成する。 

 (講師等) 

第５条 研修の講師等は、必要に応じ議長がその都度定め依頼するものとする。 

(研修報告) 

第６条 研修を受講した議員は、別記第 1 号様式議長に研修結果を報告しなけ

ればならない。 

２ 議会は、前項の研修結果を公表することができる。 

(委任) 

第７条 この要綱の施行に関し必要な事項は、議長が定める。 

 

附 則 

 （実施期日） 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/display.php?choson_no=171&cd_type=0&link=../reiki_honbun/a041RG00000548.html#l000000000
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/display.php?choson_no=171&cd_type=0&link=../reiki_honbun/a041RG00000548.html#l000000000
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/display.php?choson_no=171&cd_type=0&link=../reiki_honbun/a041RG00000548.html#l000000000
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別表(第３条関係) 

 研修の種類 対象者 研修の内容 研修の名称等 

一 

般 

研 

修 

新議員研修 新議員 

新議員として必要

な基礎知識を習得

する研修 

・新任議員研修会(前期・後

期) 

・北海道町村議会議長会等が

主催する新任研修会 

役職議員研修 

議長 

副議長 

正副委員長 

議長、副議長及び委

員長(すでにこれら

の役職を経験して

いる者は任意)とし

ての役職に関する

知識を習得する研

修 

・議長、副議長研修会 

（全国町村議会議長会） 

・議長、副議長、正副委員長

研修会 

議員一般研修 全議員 
議員としての知識

を習得する研修 

・議員研修会(北海道町村議

会議長会、十勝管内町村議

会議長会、西部４町議長会

等) 

専 

門 

研 

修 

委員会所管研修 委員 

委員会所管事項に

関する専門的な研

修(視察研修を含

む) 

・議員専門研修(予算・決算

等) 

実務研修 全議員 
行政、政策などの

実務に関する研修 
・議員専門研修(政策等) 

課題研修 希望議員 
課題に応じ特別に

実施する研修 
・議員専門研修（課題別） 
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別記第１号様式(第６条関係) 

  年  月  日 

 

 

 芽室町議会議長          様 

 

 

芽室町議会議員          印 

 

 

研 修 成 果 報 告 書 

 

 芽室町議会議員研修要綱第６条の規定により、次のとおり成果を報告します。 

 

記 

 

 

１ 研 修 日 時 

 

 

 

２ 研 修 先 

 

 

 

３ 研 修 目 的 

 

 

 

４ 成果(具体的に) 

 

 


